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１． はじめに 

平成 14 年 7 月に建築基準法が改正され，建築部

材の居室への使用に関して，ホルムアルデヒド放

散量により規制が設けられ，トルエンやキシレン

等のその他の揮発性有機化合物(VOC)に関しても，

今後順次規制が広げられる可能性が残された． 
木質材料に新たに別の物質を塗布・表面処理す

ることは，木質材料内部より放散する化学物質を

抑制する手段としては有効ではあるが，一方では

塗布した物質や表面処理により新たな有害化学物

質の放散を引き起こす可能性も考えられ，その両

者の効果・影響を把握することは，建築基準法に

適合した人に優しい安全な住環境を造る上で，大

変重要な課題である． 
木質材料から放散量される VOC は，一般的に

はスモールチャンバー法により測定されるが，こ

の測定には規格に適合したステンレスチャンバー

やポンプ等の新たな器材が必要となる． 
ここでは，試験室の一般的な器材であるガラス

デシケーターと吸引ポンプを組み合わせてスモー

ルチャンバー法に類似した簡易的な測定装置を組

み組み立て（簡易測定法）、スモールチャンバー法

との比較によりその有効性について検討するとと

もに，各種処理や測定条件（放散条件）等が，化

学物質放散量に与える影響について検討した． 
 

２． 実験方法 
２．１ 簡易測定法の評価 
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 スモールチャンバー法と簡易測定法の相関性

を検討する目的で，スモールチャンバー法，簡易

測定法の両方法で同一試料（試験材）の化学物質

放散量を測定した．スモールチャンバー法は前報

1)同様，20L 容小型チャンバー（28℃，50％RH，

換気量 0.5 回/時間）内に試験材を静置して行い，

簡易測定法は恒温恒湿器（28℃，50％RH）内に

設置した 12L 容積のガラスデシケーター内の空

気を，恒温恒湿器外の吸引ポンプからチューブを

介して吸引（喚起量 0.5 回/時間）することにより

行った．なお，恒温恒湿器内にあるガラスデシケ

ーターの吸引口には，吸引される恒温恒湿器内空

気中の化学物質を除去する目的で，Charcoal 
Tube を取り付けた．また，試験開始から空気捕

集までの時間（経過時間）は，スモールチャンバ

ー法は 24 時間，簡易測定法は 16 時間とし，空気

の捕集は両方法とも Tenax 管を用いて行い（流速

100mL/分，捕集容積 1000mL），捕集空気中の総

揮発性有機化合物(TVOC)量の定量等はガスクロ

マトグラフ質量分析計(GC-MS)により行った． 
試験材は，放散量が異なると思われるスギ材 3

種とその１種の表面に水性ウレタン塗料を塗布し

た 4 種とし，1 種毎に同一日に両方法での試験を

開始した． 
２．２ 処理や測定条件と化学物質放散

量 
 木材への熱処理や測定時の雰囲気（温度，湿度）

が化学物質放散量に与える影響を調査する目的で，

簡易測定法を用いて処理木材等より放散するアル

デヒド量や TVOC 量を測定した．アルデヒド量の

測定は，所定時間経過後のデシケーター内の空気






